
 

 

 

 

議案第８９号及び第９０号関連資料 

特別職及び一般職の職員に係る給与関係条例及び退職手当条例の改正案の概要 

 

１ 改正理由 

  本年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱いに準じて、特別職の期末手当

並びに一般職の期末勤勉手当、給料月額等を改定するほか、所要の整備を図ることにつき、

条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正内容 

⑴ 期末勤勉手当の支給月数の改定 

① 特別職及び一般職の年間支給月数を０.０５月引き上げます。 

                                       (月数) 

 ２０２５年度 ２０２６年度以降 

現行 改正後 増減 現行 改正後 増減 

特

別

職 

６月 ２.２７５ ２.２７５   ０ ２.２７５ ２.３００ ＋０.０２５ 

１２月 ２.２７５ ２.３２５ ＋０.０５０ ２.２７５ ２.３００ ＋０.０２５ 

計 ４.５５０ ４.６００ ＋０.０５０ ４.５５０ ４.６００ ＋０.０５０ 

一

般

職 

６月 ２.３００ ２.３００   ０ ２.３００ ２.３２５ ＋０.０２５ 

１２月 ２.３００ ２.３５０ ＋０.０５０ ２.３００ ２.３２５ ＋０.０２５ 

計 ４.６００ ４.６５０ ＋０.０５０ ４.６００ ４.６５０ ＋０.０５０ 

   

  ② 市議会議員の期末手当については、「明石市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例」の規定に基づき、特別職の改定にあわせた取扱いとなります。 

 

③ 再任用職員についても、人事院勧告を踏まえ、年間支給月数を０.０５月引き上げます。 

 

⑵ 一般職の給料月額の引上げ 

行政職給料表については、再任用職員を含み、８，３００円から１３，６００円の給料月

額の引上げ（平均３.２％引上げ）を行います。 

   その他の給料表についても同様の引上げを行います。 

    

 ⑶ 通勤手当の引上げ 

   交通用具利用者の通勤手当額を距離区分に応じて引き上げ、２０２６年度からは距離区分

の上限を新設します。 

     ①距離区分に応じて２００円～７，１００円引上げ 

     ②距離区分の上限を６０km から８０km に引上げ（５km 刻み）    

 

⑷ 任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員の給与改定 

 一般職の給与改定に準じて、給料表及び期末勤勉手当の支給月数の改定を行います。 

  

 ⑸ その他上記改定に伴う規定整備等 
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⑹ 改定所要額（全会計ベース） 

２０２５年度：約６億２,２００万円、２０２６年度：約８億６，０００万円 

 

 ⑺ 勧奨退職の割増加算の廃止 

   長年にわたり培ってきた技術やノウハウを持つ職員の流出抑制を目的として、勧奨退職時

に６０歳到達前１年につき３％を給料月額に乗じる割増加算を廃止し、定年退職と同じ計算

方法で支給します。 

 

 （参考）現行の退職事由別退職手当の計算方法 

退職事由 計算方法 

普通退職 退職時給料月額×普通退職の手当支給率＋調整額 

定年退職 退職時給料月額×定年退職の手当支給率＋調整額 

勧奨退職 退職時給料月額×定年退職の手当支給率×割増加算率＋調整額 

 

 

３ 改正する条例 

⑴ 明石市職員の給与に関する条例（議案第８９号） 

⑵ 明石市一般職の任期付職員の採用並びに勤務時間及び給与等に関する条例（議案第８９号） 

⑶ 明石市会計年度任用職員の給与等に関する条例（議案第８９号） 

⑷ 明石市立学校職員の給与等に関する条例（議案第８９号） 

⑸ 明石市特別職の職員の給与に関する条例（議案第９０号） 

⑹ 明石市公営企業管理者の設置及び給与等に関する条例（議案第９０号） 

 ⑺ 明石市職員退職手当条例の一部を改正する条例（議案第８９号） 

 

４ 施行期日 

公布の日。２⑵、⑶①及び⑷に係る改正規定は、２０２５年４月１日から適用し、２⑴及び

⑷の２０２５年１２月期の期末・勤勉手当に係る改正規定は２０２５年１２月１日から適用し

ます。 

ただし、２⑴及び２⑷の２０２６年６月期の期末・勤勉手当に係る改正規定、２⑶②につい

ては、２０２６年４月１日施行、２⑺については、２０２７年４月１日施行とします。 
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